
１．タイにおける利用方法

ベネフィットの利用方法

令和４年４月５日に財務省関税局とタイ税関局(Thai Customs Department)
との間で署名されたＡＥＯ(Authorized Economic Operator：認定事業者)相互
承認に係る取決めについて、日本とタイにおいて当該取決めの実施のための準備
を行い、本年９月１日から実施することとしましたのでお知らせ致します。

１

① 日本のＡＥＯ輸出者の方は、「日タイ相互承認用コード」を各税関のＡＥＯ制度担当にご
確認ください。

② 皆様の「日タイ相互承認用コード」及び「特定輸出者一覧」上の英名※をタイの取引相手
にお知らせください。

③ タイの輸入者がそのコードをタイでの輸入手続の際に入力することで、皆様の貨物がタイ
での輸入手続において、相互承認のベネフィットを受けることができます。

※タイの輸入手続において、適切な仕出人名を入力しない場合、ベネフィットが受けられない
可能性がありますので、ご注意ください。

２．日本における利用方法

① タイのＡＥＯ輸出者と取引を行う日本の輸入者の皆様は、タイのＡＥＯ輸出者が保有する
10桁のコードを相手方に確認してください。

② 10桁のコードを次ページのルールに従って12桁に変換してください。
③ 日本での輸入申告の際に、輸入者又は通関業者の皆様は12桁のコードをＮＡＣＣＳの仕出

人コード欄に入力することで、相互承認のベネフィットを受けることができます。

【参考：タイのＡＥＯ輸出者が保有するコード（10桁）の体系】
10桁の事業者ID：（例）THIE123456

ベネフィットの概要

審査・検査の簡略化
 日本のＡＥＯ輸出者の貨物がタイで輸入される場合に、当該貨物に対する審査・検査が軽
減されます。また、タイのＡＥＯ輸出者の貨物が日本で輸入される場合に、当該貨物に対
する審査・検査が軽減されます。

令和４年８月
財務省関税局・税関

AEO輸入者
でなくても利用可！

https://www.customs.go.jp/kyotsu/aeo/export/exporter.xlsx


ご不明な点は、各税関のＡＥＯ制度担当までお問い合わせ下さい。

函館税関 電話：０１３８－４０－４２５４
東京税関 電話：０３－３５９９－６３４３
横浜税関 電話：０４５－２１２－６１２５
名古屋税関 電話：０５２－６５４－４１６９
大阪税関 電話：０６－６５７６－３３９１
神戸税関 電話：０７８－３３３－３０７１
門司税関 電話：０５０－３５３０－８３１２
長崎税関 電話：０９５－８２８－８８０１
沖縄地区税関 電話：０９８－８６２－９２９１

タイのＡＥＯ事業者が保有する10桁のコード

日本のＮＡＣＣＳ用に12桁とするコードへの変換

日本での輸入手続の際にＮＡＣＣＳの仕出人コード
欄に入力する相互承認用コード

桁数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

規則 事業者ＩＤ（10桁）

桁数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

規則 T H I E 登録年 連番

例 T H I E N1 N2 N3 N4 N5 N6

桁数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

規則 A 0 T H I E 登録年 連番

例 A 0 T H I E N1 N2 N3 N4 N5 N6

２

（1・２行目挿入） A 0

zero


